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要　　約

　近年，中国において，以下の誤った認識が広く国民の間に流布している。すなわち，中
国の所得比例型公的年金の所得代替率とされているものが，実際には平均給付率で評価さ
れているということ，そして，高齢化の進展により所得代替率が 2000 年の約 70％から
2020 年には約 40％へと急落したとされていることである。これにより，中国の年金制度
改革において，積立方式私的年金の大幅な拡充が必要不可欠であるという主張がなされて
いる。本稿では，このような所得代替率の動向に関する誤った認識を正し，中国の年金制
度が直面している真の課題が何であるかを示した上で，その対処法を提案する。本稿にお
ける分析の結論は，以下の通りである。第一に，「所得代替率」と「平均給付率」は互換
的に使用できる概念ではない。第二に，真の粗所得代替率は約 60％と安定しており，
2014 年 10 月からは上昇傾向にある。第三に，平均給付率の低下は高齢化とは関係なく，
見過ごされてきた年金制度やカバレッジの構造変化，および平均賃金の過大評価から生じ
ている。第四に，中国の合計特殊出生率は近年大幅に低下しており，他国とのより公平な
比較のための「スライドした高齢者依存率」が急速に上昇していることを考えると，積立
方式私的年金の拡大ではなく，出生率向上に多くの資源が向けられるべきである。

　�キーワード：�年金，所得代替率，平均給付率，人口高齢化，高齢者依存率，合計特殊出
生率

　JEL Classification：H55, J18

Ⅰ．はじめに

　所得比例型公的年金は中国で最も重要な年金 制度であり，過去 20 年間で急速にカバレッジ

＊１�　平均給付率に類似したマクロ指標とミクロの所得代替率の関係について筆者に最初に質問したのは，
2018 年 12 月開催の一橋講堂でのコンファレンスを主催されていた高山憲之教授（一橋大学，現名誉教授）
であり，このコンファレンスにおける他の参加者による議論も本稿の作成にあたって非常に有益であった。
小塩隆士教授（一橋大学，現特任教授）・鎮目真人教授（立命館大学），および財務総合政策研究所におけ
る論文計画報告会・論文検討会議の参加者との議論も論文の改善に大きく役立った。英語原稿に丁寧に目
を通し，的確で詳細なコメントをいただいた Edward Palmer 教授（Uppsala 大学）および日本語に書き直
し，また内容について適切に修正していただいた祝迫得夫教授（一橋大学）には特に厚く御礼申し上げる。

＊２�　浙江大学民生保障・公共ガバナンス研究センター非常勤研究員，中国。
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が拡大した結果，2024 年時点では 16 歳以上の
人口の 46％をカバーしている。所得代替率は
高く，35 年拠出後の平均的な賃金の労働者の
場合で約 60％であり，2014 年 10 月から個人口
座／掛金建て部分（individual accounts）の名
目利回りが大幅に上昇したのを受けて，所得代
替率もさらに上昇した（この点については，第
Ⅲ－1 節で詳細な議論を行う）。
　しかし近年，特に 2022 年以降において，2000
年から 2020 年の間にこの制度の所得代替率が，
約 70％から約 40％に急激に低下したと広く国
民に伝わっている。また，今後も数十年間にわ
たって人口高齢化の急速なプロセスが続くこと
から，将来さらに所得代替率が低下すると予想
されている（任，2023；董・張，2025）。しか
しその議論においては，図 1 に示されているよ
うに，平均給付率が所得代替率の代理変数とし
て用いられている。
　この「戦略的結論」は全国に広がり，現在の
中国における年金制度改革を方向づけている。
同時に，相当な混乱を引き起こし，多くの人々
が近い将来に所得代替率がゼロに低下する可能
性があることを恐れている。政府は，年金の不
足を解決するために，積立方式の私的年金の強
力な拡大が緊急で必要であると主張し，そのた
めの様々な税制優遇措置や補助金による促進策
を行っている。例えば，個人年金保険のみを運
営管理する「国民年金保険会社」が 2022 年に
設立されたことによって，個人年金保険の全国
的な拡大が進んだ。しかし，これらの努力にも

かかわらず，年金積立金の増加は政府の期待を
はるかに下回るものにとどまっており，現在の中
国の年金制度改革は大きな困難に陥っている。
　このような状況は中国特有の問題であると言
える。本稿の目的は，中国の所得比例型公的年
金の所得代替率に対する，一般の人々の信頼を
回復させることであり，年金問題に対処するた
めの代替的なアプローチを提案することであ
る。中国の所得代替率の傾向と水準に関する誤
解を正すのに加え，本稿は，先行研究と以下の
三つの点で異なっている。すなわち，（１）分
解分析によって所得代替率と平均給付率の違い
を解明すること，（２）年金制度とカバレッジ
の構造変化に基づいて，平均給付率急減の原因
を明らかにすること，（３）「スライドした高齢
者依存率」に基づく分析により，出生率要因の
重要性を強調すること，である。
　本稿の構成は以下の通りである。第Ⅱ節では，
「平均給付率」と「所得代替率」という二つの
指標の概念的な相違を明確にするとともに，分
解分析を通じて両者の相互関係について検討す
る。第Ⅲ節では，様々な推計結果に基づき，所
得代替率の実際のトレンドと水準を明確化す
る。第Ⅳ節では，中国における平均給付率の急
激な低下に寄与した，見落とされがちな要因と
して，給付政策および被保険者カバレッジの構
造的変化，さらに平均賃金の過大評価があると
指摘する。また，セクター間における平均給付
率の格差についても分析する。第Ⅴ節では，所
得代替率に関して誤った結論を導くことの重大

図１　中国の所得代替率の代理変数としての平均給付率（平均給付 /平均賃金），％

（出所）　中国人的資源社会保障部の年鑑と中国国家統計局の年鑑の各年度のデータに基づいて筆者作成
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な帰結について論じる。第Ⅵ節では，中国の出
生率の著しい低下と，それに伴う極めて高い高
齢者依存率の上昇を踏まえ，積立方式による私

的年金の発展と出生率向上策との相対的重要性
について比較検討する。第Ⅶ節は結論である。

Ⅱ．「所得代替率」と「平均給付率」の違い

Ⅱ－１．所得代替率と平均給付率の概念的違い
　表 1 は，「所得代替率」と「平均給付率」と
いう二つの指標の概念的相違について，定義，
目的，対象となる年金受給者，変数の分類，分
析アプローチ，給付水準の妥当性の評価におけ
る重要性，および値を決定する要因といった観
点から整理したものである。
　まず所得代替率は，退職前の労働収入に対す

る新規年金給付（現金）の比率を示す指標であ
り，年金が消費平準化機能をどの程度果たして
いるかを測定するものである。したがって，こ
れは個人単位のミクロ・アプローチに基づくフ
ロー変数である。
　これに対して，平均給付率は，マクロ・アプ
ローチによって算出される平均労働収入に対す
る平均年金給付の比率を示すものであり，新規

表１　「所得代替率」と「平均給付率」の概念的違い

所得代替率（RR：Replacement Rate） 平均給付率（BR：Benefit Ratio）

定義

（１）�新規年金受給者：個人の退職前の労働収入（実物収入を
除く）と比べた新規の年金給付（現金）の比率。

（２）�年金制度の RR：典型的な労働者の RR。特に OECD では，
フルキャリアを持つ平均労働収入者の RR。

平均労働収入に対する全ての年
金受給者の平均給付（新規＋既
存）。

目的 消費の平準化機能の有効性の測定。

高齢者の生活水準の勤労世代の
生活水準との比較，もしくは年
金制度による高齢者の貧困削減
機能の測定。

対象となる年金
受給者

新規退職者のみ。 新規と既存退職者の両方。

変数の分類 フロー。 ストック。
分析アプローチ ミクロ，個人ベース。 マクロ，平均基準。
給付水準の妥当
性評価における
重要性

必要不可欠。 RR に比べてはるかに低い。

値を決定する要因
（１）給付政策とそのパラメータ値。
（注）�典型的な労働者の RR は平均拠出年数の構造変化とは独

立している。

（１）RR を決定する全ての要因。
（２）支給中の年金給付の増加率。
（３）�給付政策やカバレッジの構

造変更，例えば，平均拠出
年数の変化等。

（注）　�OECD の出版物では，典型的な労働者とはフルキャリアを持つ平均労働収入者を意味し，一部の国では中央値労働収入
者を指している。

（出所）主に Barr and Diamond（2008），OECD（2012），高山（2023）に基づいて筆者作成
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受給者に加え，既存受給者を含む全ての年金給
付を対象とする。そのため，平均給付率は，労
働人口の生活水準に対する高齢者の生活水準を
表すストック変数である。したがって，両者の
意味する内容は異なる。
　労働収入プロファイルや就業期間の長さに
よって，所得代替率は個人間で大きく異なる。
一方，特定の年金制度の所得代替率に関する議
論は，フルキャリアを有する「典型的な」個人
を想定したものになる。OECD（Pensions at a 
Glance）のフレームワークでは，典型的な個
人を，それぞれ平均労働収入の 0.5 倍，1 倍，1.5
倍に相当する，「低労働収入者」，「平均労働収
入者」，「高労働収入者」の三カテゴリーに分類
している。特段の理由がなければ，ある特定の
年金制度の所得代替率とは，平均労働収入者の
それを指している。
　政府の最も重要な関心は，年金設計上の平均
給付率ではなく，所得代替率である。年金制度
の給付算定式やパラメータ設定が同じであれ
ば，所得代替率も一定に保たれる。しかし，年
金制度上の所得代替率が安定していたとして
も，平均給付率は，受給者の平均拠出年数の大
幅な変化によって変動する可能性がある（詳細
は第Ⅳ－1 節を参照）。例えば，2000 年から 2020
年にかけて中国で観察されたのは，年金制度の
被保険者範囲が急速に拡大したことによる，平
均拠出年数の大幅な低下である。典型的な労働
者の拠出年数とは無関係な平均拠出年数の変化
や，既存の受給者の年金支払額が準拠する指標
の変更は，平均給付率に大きな影響を与える可
能性はあるが，所得代替率には影響を与えない。
　国際的な年金研究の文献では，「平均給付／
平均労働収入」という指標が，マクロ的な所得
代替率の代理変数として用いられる場合があ
る。しかし，中国以外の国において所得代替率
の代理変数として平均給付率を用いることは，
筆者の知る限り行われていない。中国の一部の
年金研究者は「所得代替率は複数の方法で計算
できる」と主張し，董・張（2025）が論じたよ
うに，このようなアプローチを擁護している。

また，董（2025）は，所得代替率は個人によっ
て全く異なるため，平均給付率を代理変数とし
て使うべきと主張した。しかし，これらの主張
は，異なる定義や計算方法から得られた結果が，
なぜ比較可能と見なせるのかについて，理由を
全く示していない。

Ⅱ－２．平均給付率の分解：所得代替率は平均
給付率の一つの要素である

　年金制度の所得代替率と平均給付率の関係を
示すために，平均給付率を次のように分解する。

BRt＝ABt  /AEt

　AEt は t の時点での平均労働収入である。
ABt は平均給付であり，すなわち t の時点での三
種類の年金受給者の年金受給額の加重平均であ
る。その三種類とは，典型的な労働者（typical 
worker）の新規年金受給額，他の新規年金受給
者（other new pensioners）の平均年金受給額，
および 既に受 給 中 の 受 給 者（pensioners in-
payment）の年金額であり，δ1t，δ2t，δ3t はこれ
らの三つのグループの年金受給者が受給者の総
数に占めるシェアである。

　したがって，BR は次のように計算される：

�

　 

� （１）
　これより，年金制度における所得代替率（RR：
Replacement Rate）は平均給付率（BR：Benefit 
Ratio）の一部を構成するに過ぎず，両者は相
互に代替可能ではないと結論づけられる。すな
わち，平均給付率を所得代替率の代理変数とし
て用いることは誤りである。
　所得比例型年金制度の評価を行うためには，
所得代替率そのものを推計することが必要不可
欠であり，一般に OECD が採用している手法
と同様に，まず労働収入上昇率，物価上昇率，
年金基金の運用利回りなどの主要パラメータの

ABt＝δ1tBt
typical worker＋δ2tABt

other new pensioners＋δ3tABt
pensioners in-payment

AEt

Bt
typical worker

BRt＝δ1t ＋（δ2tABt
other new pensioners＋δ3tABt

pensioners in-payment）/AEt

＝δ1tRRt＋（δ2tABt
other new pensioners＋δ3tABt

pensioners in-payment）/AEt
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平均値を推計した上で，所得代替率を算出する のが標準的なアプローチである。

Ⅲ．1997～2020 年の間の所得代替率の真のトレンドと水準

Ⅲ－１．所得代替率のトレンド
　現在の中国の所得比例型の公的年金制度は，
（１）賦課方式の確定給付型の部分と，（２）
実質的には賦課方式に基づいている個人口座／
掛金建て部分（individual accounts）の，二つ
の層から構成されている。この制度は 1997 年
に開始され，2005 年に大幅に改革された。
　これら二つの制度の所得代替率について，当
時の中国労働社会保障部（2005）は，35 年間
の就業期間を有する平均的な賃金の労働者の所
得代替率は，1997 年の制度では 58.5％，2005
年の制度では 59.2％であるとしている。そして，
両者の所得代替率に大きな差が見られないこと
から，1997 年から 2005 年の間に，所得比例型
公的年金の所得代替率は，低下しなかったと結
論づけている。
　2005 年以降，確定給付型の部分については，
給付額の算出式とそれに関連するパラメータは
変更されておらず，典型的な労働者の所得代替
率は，拠出年数と同じ率になる。例えば，平均
的な労働者の拠出年数が 35 年であれば，所得
代替率は 35％である。個人口座については，年
金換算係数／年金原価係数（annuity factors）
が一定であるため，利回りの推移が重要な役割
を果たす。図 2 には，個人口座部分の公式な名
目利回りが示されている。このグラフを踏まえ
ると 2005 年から 2014 年 9 月の期間については，

利回りは 2％であると考えて良いだろう1）。こ
れに対し 2014 年 10 月以降は，それ以前のレベ
ルを大幅に上回っている。その結果，個人口座
の所得代替率は，2000 年に比べて上昇している。
　したがって，人口の高齢化にもかかわらず，
所得比例型公的年金の所得代替率は 1997 年か
ら 2020 年にかけて，上昇傾向を示している。
これに対し，拠出率が 2016 年に 28％から 27％
へ，さらに 2019 年に 24％へ引き下げられたこ
とに伴い，2016 年以降，所得比例型公的年金
は加入者にとってより費用対効果の高いものに
なっている。

Ⅲ－２．所得代替率のレベル
　中国労働社会保障部（2005）では，2005 年
モデルの所得代替率は 59.2％（確定給付部分が
35％，個人口座部分が 24.2％）であり，これは
就業期間が 35 年の平均賃金者を前提としてい
る。しかし，パラメータ値は開示されず，所得
代替率が粗代替率であるか純代替率であるかも
明確にされていない。OECD の Pensions at a 
Glance の定義によると，粗所得代替率の計算に
おいては，分子の新規年金給付と分母の賃金は，
ともに税金および社会保険料を引く前の数値を
用いて算出される。純所得代替率の場合には税
金および社会保険料を引いた数値を用いる。
　粗所得代替率の水準は，他の中国の年金学者

１）政府は 2014 年 9 月以前の利回りのデータを公表していない。本稿で 2％という数字を採用する理由は，二
つある。一つは，2013 年のある学術会議における発表で，当時の中国人的資源社会保障部の副大臣の胡暁義
が「2％未満が続いた」と述べているためである。この発表の内容は，以前はウェブからダウンロードできた
が，現在は利用できなくなっている。もう一つは，2018 年の同氏の以下の講演内容を間接的に根拠としてい
る。「中国の公的年金積立金は 4,000 億元を超えているが，投資されているのは 10％未満だ。残りは銀行に預
けられており，普通預金の利息しか得ておらず，それは CPI を下回っている」（胡，2018）。なお，2014 年以
前の普通預金の金利は 1％未満であった。
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により推計されており，類似した結果が得られ
ている。王・米（2013）の推計では，就業期間
が 35 年の平均賃金の労働者の粗所得代替率は
61.1％で，これは個人口座部分の名目利回りが
名目賃金の上昇率に等しいという前提で算出さ
れた値である。
　OECD による中国についての推計では，異
なるパラメータが適用されており，38 年の就
業期間，2％のインフレ率，個人口座の実質利
回り 2.5％（名目利回り 4.55％），実質賃金上昇
率 1.25％（名目賃金上昇率 3.275％）という想
定となっている（OECD，2023）。粗所得代替
率は 68.3％で，このうち 38％は確定給付部分，
30.3％は個人口座部分によるものである。しか
し，就業期間の長さの違いをコントロールする
と，OECD と中国の学者の推計結果はかなり
類似している2）。
　したがって，就業期間が 35 年の平均的な賃
金の中国人労働者の「粗所得代替率」は，約
60％であると結論づけてしまって良いだろう。
さらに，OECD のモデルによる中国の所得比
例型公的年金の純所得代替率は，38 年働いた
典型的な労働者で 88.3％である。このような非
常に高い純所得代替率は，二つの要因から生じ

ている。第一は，公的年金給付に対する所得税
がゼロであることである。第二は，中国の社会
保障負担率が高いことである（労働者の強制的
な負担率は公的年金 8％，公的医療保険 2％，
失業・労災保険 1％，住宅積立基金 5～12％）。

Ⅲ－３．なぜこれらの推計結果は全て無視され
ているか？

　実は，他の中国の年金専門家や保険数理の専
門家も，国際的に見て標準的とされる方法を用
いて，2005 年以降の制度の所得代替率を推計
し，概ね同様の結果を得ている。また，一部に
は，所得代替率は平均給付率によって代替され
るべきではないと指摘する者もいる。しかし，
中国の年金制度改革の主要な一握りの学者グ
ループは「所得代替率を計算する方法は複数あ
り，平均給付率はその一つである」と主張して
いる（董・張，2025）。これは大きな間違いで
あるが，残念ながらこの主張が，中国の年金政
策の現在の議論を支配し，一般にも広く流布し
ている。

２）いくつかの国では，個人の賃金について，例えば，完全退職前の最後の 5 年間の賃金の平均が用いられるが，
OECD のデータは全ての国に対して同じモデリングを用いているため，OECD のデータを使用することが重
要である。

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0

図２　中国の所得比例型公的年金における個人口座部分の名目利回り，％

（出所）　�2005 年から 2013 年のデータは，中国人的資源社会保障部の元副大臣の発言（胡，2018）などによる（本文の注 2 を
参照）。他の年については，中国人的資源社会保障部の各年度の名目利回りに関するドキュメントに基づいて筆者作
成
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Ⅲ－４．国際比較における中国の所得比例型公
的年金の給付レベルと拠出率

　所得比例型公的年金の給付の水準において，
中国の現在の純所得代替率 88.3％（OECD，
2023）は，世界で最も高い国の一つに位置づけ
られる。この数字は 38 年の就業期間に基づい
ており，日本，米国，スウェーデンなどの多く
の先進国より少なくとも 5 年短い。2025 年以
降，中国は受給年齢の引上げを始め，その結果，
将来的には純所得代替率が 88.3％を超えると予
想されている。退職者が就労時と同等水準の生
活水準を維持するのに 70～75％の所得代替率
で十分であるとされていることを考慮すると
（Whitehouse，2014），中国の年金の所得代替
率は適切と考えられている水準を大幅に上回っ
ている。
　中国はまた，公的年金の拠出率が 24％と，
世界で最も高いグループの一つに属しており，
スウェーデン，日本，米国など多くの先進国の
公的年金と職業年金を合計した水準を上回って
いる。この拠出率は，Palmer（2024，p. 55）
が拠出年数，拠出率および年金受給年数の関係
によって示したように，高齢者のための適切な
給付水準を確保するのに十分である。したがっ
て，中国にとって，積立方式の私的年金の拡大
を絶対的な必要条件と見なす必要はなく，単に
個人の追加的な選択肢と位置づけるだけで良い
と考えられる。

Ⅲ－５．中国の高い所得代替率と急速な人口高
齢化の両立

　所得比例型公的年金の受給者数に対する加入
者数の比率は，2000 年の 3.3 から 2020 年の 2.6
へと大幅に低下した。さらに，GDP に占める
公的年金給付総額の割合は 2000 年の 2.3％から
2020 年の 5.0％に増加した。ここで疑問が生じ
る。急速な高齢化が進行する一方，2025 年ま
で年金受給開始年齢の引上げが行われていない
中で，中国の年金制度の高い所得代替率はどの
ように維持されてきたのか？
　これについては，三つの要因を挙げることが
できる。すなわち高い拠出（保険料）率（1997-
2015 年：28％，2016-2019 年 4 月：27％，2019
年 5 月から 24％），高い経済成長率，一般財源
からの移転支出である。一般財源からの所得比
例型の公的年金制度に対する移転支出は，2005
年から 2019 年まで毎年，給付総額の約 17～
21％を占め，近年における政府の公的年金への
移転支出総額の約 80％を占めている（本段落
のデータは，全て政府が公表したデータに基づ
いて筆者が計算）。
　原則として，所得比例型年金制度に対する政
府からの補助金は，ゼロであるべきである。し
かし中国では，所得代替率に関する間違った議
論から，移転支出を縮小する方法を模索する代
わりに，例えば労働者が積立方式の私的年金に
さらなる保険料を支払うための補助金や税制優
遇制度などが求められている状況にある。

Ⅳ．平均給付率の急激な下落をもたらす要因

　平均給付率と所得代替率を混同させている中
国の研究者たちは，2000 年以降の平均給付率
の急激な低下を人口高齢化の帰結としている
が，高齢化に関連した年金政策の変更について
は一切議論していない。しかし，所得代替率と
平均給付率に影響を与える要因は異なる。第Ⅲ

－1 節の分析で示されたように，中国の制度の
所得代替率には変化はほとんどなく，人口高齢
化とは無関係であった。平均給付率に関しては，
1997 年以降の年金制度の変更とカバレッジの
変化が大きな影響を与えたはずである。これは
第Ⅱ－2 節の式（１）のδ1t と二番目の部分の
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値に相当しているが，これらの要因は人口の高
齢化とは関係ない上，今まで全く検討されてこ
なかった。

Ⅳ－１．年金制度と加入者構成の構造変化の影響
　所得比例型公的年金制度は 1951 年に始まり，
1997 年までは，主に公的部門や公有企業の正
規労働者を対象としていた。その結果，2000
年頃までは加入者と受給者のほぼ 100％が，政
府が賃金や拠出金の支払状況を把握している
「従来の正規部門」出身者だった。彼らは就業
期間の長い高賃金の労働者であり，その年金給
付は 1997 年以前の旧政策に基づいており，非
常に高い所得代替率を特徴としていた。政府関
係の文書によれば，所得代替率は最終賃金の約
70％から 100％程度であった（国務院，1978；
中国労働人事部保険福祉司，1983；国務院，
1986；国務院オフィス，1993；中国労働部，
1993）。その結果，2000 年代までは平均給付率
もかなり高かった。
　1997 年に，年金制度の構造的変化が発生し
た。すなわち，計画経済から市場経済への移行
に伴うニーズに対応するために，新しい制度が
導入されたのである。この 1997 年型の制度・
モデルでは，仕事上の身分に関係なく誰でも年
金受給年齢（女性のブルーカラーの場合は 50
歳，ホワイトカラーの場合は 55 歳，男性は 60
歳）に達すると，男女ともに 15 年以上保険料
を支払っていれば年金受給者になることができ
るとされた。また，1997 年の制度では，保険
料を負担する最低限度の賃金は，平均賃金の
60％と設定された。
　その後，制度の適用範囲（カバレッジ）は「新
しい正規部門」と「非正規部門」に拡大し始めた。
　本稿の定義では，「従来の正規部門」には，
公的部門と大企業が含まれる。そして，「新し
い正規部門」は，6 人以上の従業員を持つ民間
中小企業，「非正規部門」には，従業員 6 人未
満の企業と自営業者が含まれる。
　その結果，15 歳以上の人口に占める労働者
向け所得比例型年金制度のカバレッジは，1997

年の 13％から，2020 年の 34％，2023 年の 39％
へと急速に拡大した。年金受給者は 2000 年の
2,533 万人から，2020 年の 1.08 億人，さらに
2023 年の 1.20 億人へと増加した。新たに増加
した人々の多くは，「新しい正規部門」（中小企
業）および「非正規部門」に属している。これ
は，特に 2000 年から 2004 年にかけて，集中的
に民営化が促進された期間に，国有企業の数が
大幅に減少し，ごく少数の大企業が残されたた
めである（劉，2008）。
　「従来の正規部門」出身者と比較すると，こ
のグループに所属する人々は従来の公的年金受
給資格がなかった状況からようやく脱却した点
が特徴である。ただし，拠出年数が大幅に短く
所得も低いため，「従来の正規部門」出身者と
比較すると給付水準は低くなる。政府はさらに，
より多くの人々が加入でき，また最低受給資格
を満たすよう，以下のような様々な政策を打ち
出した。
　（１）一括払いで 15 年分の保険料を納付でき
る制度を導入した。年金受給年齢に達している
が，累積納付年数が 15 年に満たない者に対し
ては，政府が受給資格を得るために追加で納付
すべき総額を提示し，それを納付することで受
給資格が与えられるようになった。多くの人々
は，残りの支払いを自己負担，あるいは（一部）
家族からの援助や政府補助金などで賄い，一括
納付することで，直ちに給付を受け始めること
を選んだが，2017 年 7 月，この政策は個人単位
の加入者に対しては終了した。
　（２）1997 年以前に「従来の正規部門」に入
職や転職した正規労働者については，何らかの
原因で拠出を行わなかったとしても，その職歴
によって拠出したものと見なされることとされた。
　（３）都市化に伴って農地が収用された農民に
ついては，土地買収者による所得比例型公的年
金への一括的な拠出が，政府から義務づけられた
（国務院，2006；労働社会保障部，2007）。
　（４）公有企業の民営化中に解雇された労働
者が，所得比例型公的年金に保険料を支払える
よう，様々な補助金政策を実施した。
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　年金制度とそのカバレッジに関するこれらの
変更は，給付率の低下に寄与した。ただし，
2000 年から 2003 年にかけての急激な低下に
は，別の要因もあった可能性がある。中国政府
は財政上の問題から給付金の全額を期日通りに
支払えなかったのである。なお，この問題は，
最終的に 2004 年に解決されている（人的資源
社会保障部年鑑，2005）。

Ⅳ－２．平均賃金の過大評価
　2000 年から 2020 年の期間，所得比例型公的
年金の適用範囲の大幅な拡大により，保険料納
付者の構成に大きな変化が発生した。2000 年
頃には「従来の正規部門」の労働者の割合は，
加入者のほぼ 100％であったが，2020 年頃まで
にはこの割合は 50％以下に下がった。残りの
約 50％の加入者は，主に「新しい正規部門」
と「非正規部門」の労働者で構成されている。
　2000 年時点では，平均賃金として，「従来の
正規部門」内の平均賃金を用いることは，当時，
民間部門（国有企業を含む）向けの公的年金制
度の加入者のほぼ 100％がこの部門に属してい
たため，特に問題はなかった。しかし，2020 年
に近づくにつれ，例えば 2018 年には，民間部
門（国有企業を含む）向けの公的年金制度の総
加入者数に占める「従来の正規部門」の労働者
の割合は 50％を下回るようになり，「従来の正
規部門」内の平均賃金を用い続けることで，平
均賃金が過大評価されることとなった。
　2010 年以降，中国政府は「従来の正規部門」
に加え，「新しい正規部門」の平均賃金と労働
者数のデータを公表し始めた。しかし現在に至

るまで，政府は「従来の正規部門」と「新しい
正規部門」のデータを統合した平均賃金データ
を公表していない。そこで，両部門の労働者数
をウェイトとして平均賃金を集計した結果が表
2 である。
　この計算により平均賃金を調整すると，2018
年の平均給付率は 43％から 55％に大きく上昇
する。所得比例型公的年金は未成熟な制度であ
り，拠出年数が比較的短いことを考慮すると，
55％の平均給付率は労働者に比べて年金受給者
の生活水準がかなり良いことを示唆している。
将来，制度の成熟，または年金受給年齢の引上
げが起こると，他の要因が変わらなければ，平
均給付率はさらに上昇すると考えられる。

Ⅳ－３．平均値に隠された公的部門の高い平均
給付率

　1997 年から 2014 年 9 月までの期間中，中国
の年金制度改革は民間セクターにのみ適用され
ていた（本稿では，民間セクターには国有企業
も含まれる）。2014 年 10 月に，公的部門は 10
年間の移行期間を設けて 2005 年の制度に統合
されることになった。そのため，両部門間には
長い間，大きな給付格差が存在し，その結果，
図 3 に示すように大きな平均給付率の差が生じ
ていた。図 1 に示されている両部門の平均値の
背景には，公的部門の高い平均給付率が隠され
ていたのである。
　公的部門の平均給付率は民間部門よりはるか
に高く，平均でほぼ 2 倍になっているが，両者
ともに減少傾向を示している。これらのトレン
ドは何を意味するのであろうか。

表２　2018 年の異なる平均賃金下での平均給付率の比較

正規部門 従来の正規部門
従来の正規部門＋
新しい正規部門

年間平均賃金（元） 82,413 64,255

BR：平均給付/平均賃金 43％ 55％

（注）　�「従来の正規部門」の定義には，公的部門と大企業が含まれている。「新しい正規部門」は，
6 人以上の従業員を持つ民間中小企業で構成されている。

（出所）　中国国家統計局の 2019 年の年鑑データに基づいて筆者作成
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　民間部門については，第Ⅳ－1 節および第Ⅳ
－2 節の分析が適用される。人的資源社会保障
部の年鑑のデータによると，公的部門について
は，その平均賃金は「従来の正規部門」の平均
賃金とほとんど同じである。したがって，2002
年までの 100％の平均給付率は非常に高く，適
切なレベルをはるかに上回っており，むしろ減
らすべきであった。所得比例型公的年金の役割
を考えると，2020 年までの 70％でも高過ぎる
と考えられる。さらに，主に賦課方式で運営し
ている準強制的な職業年金（12％の拠出率：雇
用主から 8％，従業員から 4％拠出）と組み合
わせることで，平均給付率は 100％を超えるこ
とも予想される。
　人的資源社会保障部の年鑑の説明によると，
2014 年 9 月までの公的部門の給付データは公
的部門のうち一部分の勤務先だけを含み，全て
の公的部門を含むようになったのは 2014 年の
10 月からである。両部門の統合は 2～3 年間を
かけて完成され，これが 2014 年前後に公的部
門の平均給付率が V 字になっている原因であ
る。
　したがって，公的部門については，将来の年
金給付不足を心配する必要はない。追加の政策
援助を通じて年金給付の増加を提案するより
も，中国は一般財源から公的部門の年金への，

現在の移転を減らす方法を模索すべきである。
こ の 点 に 関 す る 詳 細 な 提 案 に つ い て は，
Palmer et al. （2023）を参照されたい。

Ⅳ－４．平均給付率の低下と人口高齢化
　中国の年金学者たちは，高齢化とそれに対応
した年金政策変更の関係を分析することなく，
平均給付率の急激な低下を人口高齢化によるも
のだと結論づけていた（任，2023；董・張，
2025）。中国の人口高齢化は，少なくともさら
に 30 年間続くと予想されているため，このこ
とは人々に不安をもたらしており，平均給付率
は近い将来にゼロにまで低下する可能性がある
と受け取られている。
　しかし，中国の年金政策の変遷を検証すると，
給付政策の変更と人口高齢化の間には関連は存
在しない。それを踏まえて，表 1 の平均給付率
の値を決定する要因を一つずつ検証していくこ
とにする。
　第一の要因である人口高齢化は，第Ⅲ節で示
されたように，所得代替率とは関係がない。し
たがって，人口高齢化は所得代替率を通じて平
均給付率に影響を与えたことはなかった。
　第二の要因である支給中の年金給付の増加率
は，図 4 に示されているように，著しく高かっ
た。2001 年から 2007 年の間の増加率は，平均

図３　「従来の正規部門」の平均賃金を基準とした部門別の平均給付率，％

（出所）　中国国家統計局の年鑑と中国人的資源社会保障部の年鑑の各年度のデータに基づいて筆者作成
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賃金上昇率の約 60％であった。2008年から
2015 年は前年度給付と比べた給付の増加率が
毎年 10％，2016 年以降は約 5％であった。
2016 年以降の増加率の低下は，人口高齢化の
圧力をある程度反映しているかもしれないが，
2000 年から 2020 年の全期間の低下傾向を説明
することはできない。したがって，人口高齢化
は，支給中の年金給付の増加を通して平均給付

率に影響を与えなかったと結論づけられる。
　第三の要因として，1997 年以降，第Ⅳ－1 節
で説明したように，年金給付政策と給付のカバ
レッジに構造変化があり，第Ⅳ－2 節で説明し
た平均賃金の過大評価が行われていた。これら
が平均給付率の低下の根本的な理由であり，そ
のいずれも人口高齢化とは無関係である。

Ⅴ．所得代替率に関する誤りがもたらす影響

　所得代替率の推移に関する誤った認識―2000
年頃の 70％から 2020 年には 40％へ急激に低下
した―とその原因を人口高齢化に帰する誤った
解釈は，中国で次のような一連の社会的影響を
もたらしている。
国民の所得比例型公的年金に対する不信感
　中国政府はこれまで所得比例型公的年金のカ
バレッジを拡大するための努力をしてきた。し

かし，特に中低所得者の間で，私的年金は所得
比例型公的年金よりも得であると考える人々が
増えている。これにより，新規加入者を増やす
のが困難になっただけでなく，胡（2025）によ
ると，既に加入している自営業者の一部は脱退
を検討中か，既に脱退しているとされている。
年金・基金への過度な拠出
　政府が職業年金および／または商業年金保険

前年度給付と比べた増加率（右軸）賃金上昇率に対する比率（左軸）

図４　支給中の年金給付の増加率，％

（注）　2003 年についてはデータがない。
（出所）　人的資源社会保障部の公開した支給中の年金給付の調整に関連する各年度のドキュメントに基づいて筆者作成
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への加入をほぼ全国民に必須と考えてきたた
め，年金への総拠出率は過剰な高水準にまで上
昇している。商業年金保険の拠出上限額は年間
12,000 元であり，2022 年時点で入手可能な最
新情報によれば，「従来の正規部門」の労働者
では平均賃金の約 11％，「新しい正規部門」の
労働者では平均賃金の 18％に相当する。
　また，公的部門と国有企業では，総拠出率は
36％に達している（所得比例型公的年金は
24％，準義務的な職業年金の場合は 12％）。こ
の拠出率は非常に高く，典型的なヨーロッパ諸
国，例えばスウェーデンの所得比例型公的年金
と職業年金の合計拠出率を 12.5％ポイント上
回っている。従業員が追加的に商業年金保険に
11％の拠出率で加入したとすると，総拠出率は
47％に上昇し，その内の 23％が積立方式の年
金に割り当てられる。所得比例型公的年金と商
業年金保険の両方に加入する「新しい正規部門」
の労働者の場合，総拠出率は 32％となり，少
なくとも 18％が積立方式の年金に向けられる。
　したがって，総拠出率も積立方式の年金への
拠出額も，ほとんどの労働者にとって合理的な
水準をはるかに上回っており，また国際的に見
ても異常な高さである。36％という拠出率は，
子育て世代の若い労働者にとっては極めて重

く，将来の子育てを考えている層にとってはさ
らに重い。
人々が陥る矛盾
　ほとんどの人々は，既存の高い公的年金拠出
に加えて，追加的な私的年金への拠出を行い，
付随する資本市場への投資からのリスクを負担
する余裕がない状況にある。他方，もしそうし
なければ，将来の年金収入が不足すると警告さ
れている。
出生率に関する懸念が脇に追いやられる
　出生率の上昇は，特に中国で人口高齢化に対
処するために非常に重要であり，過去 5 年間の
出生率の予期しない急激な低下には警鐘が鳴ら
されている（詳細は第Ⅵ節を参照）。しかし，
資源が限られている中，政府と家計の両方が，
出生率の向上のための資源配分と老後のための
貯蓄の間のトレードオフに直面している。主要
な先進国と比べると，中国は二つの極端な特徴
を持っている。（１）高過ぎる老後のための年
金保険の拠出率，高い年金の所得代替率，高所
得者に対する手厚い年金補助金（Palmer et al.  
2023）。（２）その一方で，出生率向上を目的と
した政策は比較的少なく，特に日本や，スウェー
デンなどの北欧諸国を含むヨーロッパ諸国に比
べると際立って不足している。

Ⅵ．中国の出生率急落の年金政策への含意：国際的な観点から

Ⅵ－１．中国の合計特殊出生率の急減
　2010 年から 2017 年の間，中国の合計特殊出
生率は 1.65～1.74 の範囲にあり，世界的に見れ
ば比較的良好な水準にあった。しかし，2016
年に「一人っ子政策」が廃止されたにもかかわ
らず，2019 年には 1.47 まで急激に低下し，
2021 年には 1.19 に，さらに 2023 年には 1.0 に
減少した。図 5 に示されているように，2023
年の中国の合計特殊出生率は日本，ドイツ，ス
ウェーデン，米国の中で最も低く，2085 年ま

では，これらの国よりも大幅に低い水準にとど
まると予測されている。

Ⅵ－２．「スライドした高齢者依存率」と合計
特殊出生率の関係

　高齢者依存率（受給者数 / 加入者数）は年金
設計における非常に重要な指標であり，表 3 に
示されているように，長期的には合計特殊出生
率に大きく影響される。
　ここでは他国との比較のために，平均的な実
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効（effective）年金受給開始年齢を，その年齢
における残存平均余命が 18～19 年になるよう
スライドした上で計算した高齢者依存率を用い
る3）。このようにすることで，国ごとの平均寿
命の違いを調整している。これは，一般的に使
用されている受給開始年齢（例えば 65 歳）を，
時間の変化と関係なく固定する方式とは異なる
が，実際に北欧諸国は，それほど遠くない将来
までに，受給開始年齢の 67 歳への移行を目指
して計画を進めている4）。
　スライドした平均実効年金受給開始年齢は，
国連人口予測のデータに基づいて計算され，そ
の結果が表 3 に示されている。
　また，図 5 に示されている，合計特殊出生率
の 2023 年の初期値，およびその後の傾向を考
慮すると，以下のようなことが分かる。

　⃝　�中国の合計特殊出生率が最も急速に回復
しているにもかかわらず，他国との比較
のためにスライドした高齢者依存率は，
2023 年の 24％から 2055 年の 46％，さ
らに 2085 年の 64％へ急激に上昇すると
予測されている。対照的に，他の国々の
高齢者依存率は比較的安定している。そ
の結果，2085 年に中国の高齢者依存率
はドイツ，スウェーデン，米国の 2 倍，
日本の 1.5 倍に達する可能性がある。こ
の憂慮すべき状況は，中国と他の国々と
の間の出生率の初期値の大きな乖離が原
因である。このことは，今まであまり重
視されてこなかった，非常に低い合計特
殊出生率という問題が，特に深刻な結果
をもたらすことを示唆している。した

３）残存余命の 18～19 年は，これまでに発表された各国の年金制度改革に基づいて Edward Palmer 教授が検
討した結果である。この結論は Palmer et al. （2025）でも使われている。

４）Edward Palmer 教授のコメントによる。

図５　国連人口予測における各国の合計特殊出生率

（注）　�「中国 2022」は，United Nations（2022），その他は United Nations（2024）の中位推計に基づいている。
（出所）　Palmer et al.（2025）の図 2 に基づいて筆者作成
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がって，将来のより良い年金給付を確保
するためには，積立方式の私的年金への
さらなる補助の拡大に注力するよりも，
合計特殊出生率の向上がはるかに緊急で
重要であると考えられる。

　⃝　�合計特殊出生率が 2023 年に 1.43 を超
え，2085 年までに 1.46 を超える場合に
は，スライドした高齢者依存率は約
35％を維持することができる。なお，日
本の合計特殊出生率はこの期間中，ドイ
ツやスウェーデンよりも低いため，高齢
者依存率は両国より約 8％ポイント高く
なる。

Ⅵ－３．政策合意：「国民総生産が重要」
　合計特殊出生率を上げることは，日本のよう
に現物給付を含む様々な政策を実施している先
進国でさえ，困難な取り組みであることが証明
されている。
　しかし，年金経済学の基本原理は「国民総生
産が重要」（Output matters）であり，これは
世界中の年金経済学者が広く認めている結論で

ある（高山，2002；Barr and Diamond，2008）。
出生率が極めて低く，その結果として高齢者依
存率が極めて高い場合には，年金への拠出金を
どんなに多く増やしても，産出の大幅な低下に
より，実際の老後の生活確保には効果がない可
能性が非常に高い。したがって，中国の政策立
案者は，積立方式私的年金の拡大から出生率の
向上への，資源と補助金の再配分を真剣に検討
すべきである。

表３　スライドした平均実効年金受給開始年齢（IPA）と高齢者依存率

中国 2022 中国 日本 ドイツ スウェーデン 米国

スライドした IPA：平均余命が 18～19 年の間に維持される年齢

2023 65 64 70 67 68 67
2035 67 66 71 68 69 68
2055 69 69 73 71 71 70
2085 72 72 76 73 74 73

スライドした高齢者依存率：IPA＋/（20 歳-IPA 未満），％

2023 25 24 39 33 29 25
2035 31 33 40 43 31 30
2055 46 46 49 39 32 30
2085 55 64 40 34 33 31

（注）　（１）�「中国 2022」は，United Nations（2022），その他は United Nations（2024）の中位推計に基づいている。
　　　（２）�スライドした平均実効年金受給開始年齢（IPA）は，その年齢の平均余命が 18 年から 19 年の間に維持される年齢

と定義している。
　　　（３）�スライドした高齢者依存率は，年齢が IPA を超える人口数を 20 歳以上 IPA 未満の人口数で割った値と定義して

いる。
（出所）　Palmer et al.（2025）の表 1 に基づいて筆者作成
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Ⅶ．結び

　所得代替率は，年金政策設計の戦略的指標と
して機能する。実際，中国の所得比例型公的年
金制度の所得代替率は 1997 年以降減少するの
ではなく，引き続き高い水準にあり，2014 年
10 月以降はさらに上昇傾向を示している。現
行の制度が続けば，今後の制度の成熟と退職年
齢の引上げにより，さらに所得代替率が上昇す
ると予想される。
　しかし，中国における，平均給付率との概念
の混同によって，所得代替率が急速に低下して
いると誤解されてきた。その結果，2016 年以
降の拠出率のカットによって，加入者にとって
はより有利になった制度が，むしろ貶められて
しまっている。この誤解は，現在の中国の年金
制度改革のあり方に大きな影響を与え，積立方

式の私的年金の大幅な拡大の重要性を正当化す
るために使用されており，対照的に，老後の生
活保障にとって最も重要な要素である合計特殊
出生率の急激な低下が，他の先進国に比べて，
軽視されることになっている。
　これは大きな厄災である。中国は直ちに平均
給付率を所得代替率の代理変数として使用する
ことを見直し，国際基準の所得代替率を用いた
評価に戻らなければならない。合計特殊出生率
が一定の水準まで上昇すれば，将来のスライド
した高齢者依存率が安定化する。したがって，
中国にとっては，積立方式の私的年金の拡大か
ら出生率の向上へ，資源と補助金を再配分する
ことが重要である。
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